
男女共同参画社会とは、男女がともに「自分らしく」生きるために、社会のあらゆる
場面で、多様な選択の機会が確保できるとともに、責任を担っていく社会です。

男女共同参画社会づくりを進めていくために、県の条例で次の理念を基本としています。

長野県男女共同参画センター“あいとぴあ”
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男女共同参画社会って
なんだろう？

男女共同参画社会づくりの６つの柱

男女の人権の尊重

政策等の立案及び
決定への共同参画
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国際社会の動向を
踏まえた取組

家庭生活における
活動と他の活動の

両立

社会における制度
又は慣行について

の配慮

生涯にわたる性と
生殖に関する健康
と権利の尊重
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